
【公報種別】意匠公報の訂正
【発行日】令和７年７月２３日（２０２５．７．２３）

【登録番号】意匠登録第１８００４７６号（Ｄ１８００４７６）
【掲載公報発行日】令和７年６月６日（２０２５．６．６）
【年通号数】登録公報（意匠）２０２５－１０３

【意匠分類】Ｍ３－０３
【出願番号】意願２０２４－６７１２（Ｄ２０２４－６７１２）

【訂正の要旨】【意匠権者】の【住所又は居所】に誤りがあったので以下のとおり訂正する。
（１９）【発行国】日本国特許庁（ＪＰ）
（４５）【発行日】令和７年６月６日（２０２５．６．６）

（１２）【公報種別】意匠公報（Ｓ）
（１１）【登録番号】意匠登録第１８００４７６号（Ｄ１８００４７６）
（２４）【登録日】令和７年５月２９日（２０２５．５．２９）

（５４）【意匠に係る物品】電動ターンバックル
【基礎意匠の意匠登録番号】意匠登録第１８００４１９号（Ｄ１８００４１９）
（５２）【意匠分類】Ｍ３－０３

（５１）【国際意匠分類】Ｌｏｃ（１４）Ｃｌ．８－０７
（２１）【出願番号】意願２０２４－６７１２（Ｄ２０２４－６７１２）
（２２）【出願日】令和６年３月３０日（２０２４．３．３０）

（７２）【創作者】
【氏名】山田　友二

【住所又は居所】兵庫県姫路市飾東町庄４００－６
（７３）【意匠権者】
【識別番号】５１１０２７２０８

【氏名又は名称】山田　友二
【住所又は居所】兵庫県姫路市飾東町庄４００－６
（７３）【意匠権者】

【識別番号】５１２００４８４４
【氏名又は名称】石井　圭
【住所又は居所】兵庫県姫路市新在家２丁目７番２９号　ヴィラーチェ新在家１０３号室

（７４）【代理人】
【識別番号】１０００９１４６５

【弁理士】
【氏名又は名称】石井　久夫
【審査官】宗　裕一郎　　

（５５）【意匠に係る物品の説明】本物品は参考写真に例示する、従来の手回しのターンバックルに電動ド
リル駆動機能を持たせた電動ターンバックルである。手廻しのターンバックルは中央胴部とその両端に逆ネ
ジ仕様でネジ込まれる第１及び第２フック部材とからなり、中央胴部を軸線の周りに回転させることによ

り、両端の第１及び第２フックを拡縮する機能を有するが、本物品は同日に出願した本意匠の中央胴部を筒
体とするとともに、第２長尺ボルトは螺旋部を有しないものとする一方、フック部を有するスライド案内筒
を直管にした物品で関連意匠対象である。その他は、本意匠と同様である。本物品では第２長尺ボルトは中

央胴部にねじ込まないで、溶接等で固定する。そのため、やや短尺となし、第２短尺ボルトの頭部ナットを
電動ドリルで回転駆動させると同時に、中央胴部の軸線周りの回転させることにより、第１フック部材を中
央胴部に螺入させ、電動ドリル駆動機能を持たせる。本物品は手廻し機能を失わないので、手廻し機能と電

動ドリル駆動機能を備える。
（５５）【意匠の説明】背面図は、正面図と対称に現れるので省略する。
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【正面図】
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【左側面図】
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【右側面図】
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【平面図】
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【底面図】
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【Ｉ－Ｉ線断面図】
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【参考写真】

（５６）【参考文献】特許５００４１４４
（５６）【参考文献】浅野金属工業、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＪ３１０

０１２３３）
（５６）【参考文献】浅野金属工業、ホームページ掲載実績あり、（特許庁意匠課公知資料番号ＨＪ２８０

２５５７５）


